
 

 

   多額の懸賞金があたるというメールが届く・・・そんなことってあるの？！ 

 

＜事例＞無料の出会い系サイトをしていたら、「当選したら 100 万円があたるので、ア

ンケートに答えてください」というメールを受け取った。当たったらラッキーと思い、ア

ンケートに答えた。すると相手から当選したので、賞金を渡す方法をやりとりしたいと

言われポイントを購入した。支払いはコンビに設置されている銀行端末を利用して支

払った。ポイントを購入しても、メールを相手に送る・相手からのメールを受け取るご

とにポイントがなくなった。日時や場所まで約束しても、その付近になると急に都合が

悪くなったというメールが届く。何度かポイントを購入したが、相手の指示に従ってい

るうちに次々とポイントは消化し、懸賞金は受け取ることはできなかった。「これ以上

支払いたくないのでやめる」というと、今まで支払ったお金は私がもつからやめないで

ほしいと連絡が入ったので、その後もメールをやりとりした。しかし、いくら続けても懸

賞金は受け取れない。 

 

問 題 点 

・ 懸賞金がもらえるなら、多少のお金を支払ってもよいかな・・またいつまで経

っても懸賞金を受け取れないし、自己負担金が増えてきておかしいなと思っ

た時には、今までかかった費用はこちらがもつと言って消費者にもう少しやっ

てみようと思わせる・・などの消費者の心理につけこんだ手口です。 

・ 相手とのやりとりが残っていないケースが多かったり、相手の所在が分から

ない等の場合はお金を取り戻すのは難しい。たとえやりとりが証明できたとし

ても出会い系サイトなどを利用している場合には、サイトを利用している以上、

代金を請求される可能性もあります。 

注 意 

＊ 懸賞金を振り込むからと言われても、自分の住所や氏名・電話番号・口座など

の個人情報は教えないようにしましょう。 

＊ 執拗にメールが来るようなら、メールアドレスなどを変更しましょう。 

＊ 一度、請求に応じた場合、たびたび請求されることがよくありますが、応じない

ようにしましょう。 


